
A

国
民
年
金
に
は
、
日
本
に
住

む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
全
て
の

人
が
加
入
し
ま
す
。
職
業
に
よ
っ

て
次
の
3
つ
の
種
類（
被
保
険
者
）

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

第
1
号
被
保
険
者→

学
生
、
フ
リ

ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
、
自
営
業
者
な

ど
（
第
2
号
・
第
3
号
以
外
の
人

は
収
入
に
か
か
わ
ら
ず
第
1
号
被

保
険
者
に
な
り
ま
す
）

第
2
号
被
保
険
者→

会
社
員
や
公

務
員
（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に

加
入
し
て
い
る
人
）

第
3
号
被
保
険
者→

第
2
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

※
就
職
や
退
職
、
結
婚
や
離
婚
な

ど
で
加
入
の
種
類
や
氏
名
・
住
所

が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

届
出
が
必
要
で
す
。

A

関
係
あ
り
ま
す
！
国
民
年
金

は
老
後
の
年
金
だ
け
で
な
く
、
病

気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
も
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。（
た
だ
し
一
定
以
上
の

年
金
保
険
料
の
納
付
が
あ
る
な
ど

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で

す
。）交通

事
故
や
け
が
な
ど
、
万
が

一
の
こ
と
は
い
つ
自
分
の
身
に
起

こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

と
き
に
、
生
活
の
支
え
に
な
る
の

が
障
害
基
礎
年
金
で
す
。
ま
た
、

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
残
さ
れ
た
家
族
を
支
え
る
遺

族
基
礎
年
金
も
あ
り
ま
す
。

A

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

は
、1
か
月
1
4,
9
8
0
円（
平

成
24
年
度
額
）
で
す
。
日
本
年
金

機
構
か
ら
納
付
書
が
送
ら
れ
て
き

ま
す
の
で
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。
口
座
か
ら
の
引
き
落

と
し
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

も
で
き
ま
す
。（
事
前
に
申
込
み

が
必
要
）
ま
た
、
そ
の
年
度
の
1

年
分
・
6
か
月
分
な
ど
一
定
期
間

の
保
険
料
を
、
前
も
っ
て
ま
と
め

て
納
め
る
と
割
引
き
に
な
る
前
納

制
度
や
、
月
々
の
保
険
料
に
4
0

0
円
を
プ
ラ
ス
し
て
納
め
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
を
少
し
増
や
す
こ

と
が
で
き
る
付
加
保
険
料
の
制
度

も
あ
り
ま
す
。

（
注
）
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
方
は
、
付
加
保
険
料
の
申

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

A

学
生
で
あ
れ
ば
、
在
学
中
の

保
険
料
が
後
払
い
で
き
る
学
生
納

付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。
学
生

で
な
い
方
も
保
険
料
の
免
除
や
納

付
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
前
年
所
得
に

よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
が
、
納
め

ら
れ
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ

ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

3

保
険
医
療
課
国
民
年
金
係
9

２
１
７
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今
ま
で
勤
め
て
い
た
会
社
を
退

職
し
、
健
康
保
険
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険

の
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
が
就
職
し
、
会
社
等

の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合

に
は
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
脱

退
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

会
社
や
健
康
保
険
組
合
か
ら
国

民
健
康
保
険
へ
の
連
絡
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
必
ず
ご
自
身
で
町
保

険
医
療
課
国
民
健
康
保
険
係
へ
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
る
方
は
、
し
ば
ら
く
期
間
を

お
い
て
届
出
し
た
場
合
で
も
、
加

入
日
と
保
険
税
は
以
前
の
健
康
保

険
を
喪
失
し
た
日
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

同
じ
世
帯
で
、
次
の
表
に
当
て

は
ま
る
と
き
は
、
忘
れ
ず
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。
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〜
国
民
健
康
保
険
〜�

国民健康保険に加入するとき�

他の市町村から転入してきたとき�
子どもが生まれたとき�
会社の健康保険から、本人または被扶�
養者が抜けたとき�

生活保護を受けなくなったとき�

他の市町村に転出するとき�
会社等の健康保険に、本人または被扶�
養者が入ったとき�
国民健康保険の加入者が亡くなったとき�
生活保護を受けるようになったとき�

国民健康保険から脱退するとき�

町内で転居したとき�
世帯主や氏名が変わったとき�
世帯を一緒にしたり、分けたとき�
保険証の紛失や汚れて使えないとき�
退職者医療制度の対象となったとき�

その他、手続きが必要なとき�

こんなとき�
他の市町村から発行される転出証明書�
印鑑・母子健康手帳�
会社等の健康保険から本人または被扶養者が�
抜けた証明書（健康保険資格喪失証明書）�
生活保護廃止決定通知書�

手続きに必要なもの�

こんなとき� 手続きに必要なもの�

こんなとき� 手続きに必要なもの�

国民健康保険証�
�
国民健康保険証・会社等の健康保険証�

印鑑・国民健康保険証�
国民健康保険証・生活保護開始決定通知書�

�
国民健康保険証�
�
本人確認できるもの（運転免許証や納税通知書等）�
国民健康保険証・年金証書�
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